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提出提出提出提出期限迫る期限迫る期限迫る期限迫る 

 ＊＊加算算定事業者はご注意ください！！！＊＊＊＊加算算定事業者はご注意ください！！！＊＊＊＊加算算定事業者はご注意ください！！！＊＊＊＊加算算定事業者はご注意ください！！！＊＊

平成２４年度の介護職員処遇改善加算に係る実績報

告書の提出は【平成２５年７月３１日（水曜日）平成２５年７月３１日（水曜日）平成２５年７月３１日（水曜日）平成２５年７月３１日（水曜日）

この実績報告書の提出は、介護職員処遇改善加算の

算定要件の一つです。期日までに提出しなかった場合、

算定要件を満たさなくなり、加算が全額返還

なりますのでご注意ください。 

 また、下記のような計算・記載に時間がかかる項目

がありますので、お早目にご準備されることをお勧め

します。 

（記載項目 一部抜粋） 

・介護職員処遇加算総額 

国保連から毎月通知される金額 ＋

区分支給限度額を超えてサービスを提供し、その

分の処遇改善加算額を徴収したときは

・介護職員常勤換算数 

  全介護職員の勤務「実績」を足す必要あり

・賃金改善の概要 など 

 

抱上げは原則禁止抱上げは原則禁止抱上げは原則禁止抱上げは原則禁止    

「職場における腰痛予防対策指針」が改訂「職場における腰痛予防対策指針」が改訂「職場における腰痛予防対策指針」が改訂「職場における腰痛予防対策指針」が改訂

 

厚労省は１８日、１９年ぶりに「職場における腰痛

予防対策指針」を改訂した。 

その中で、「抱上げ」について、原則として人力によ

る人の抱上げは行わせないこと、としている

助、入浴介助及び排泄介助の抱上げは、労働者の腰部

に著しく負担がかかるからだ。よって、

な対象者には、リフト等を積極的に使用することと

ている。対象者が座位保持できる場合にはスライディ

ングボード等の使用、立位保持できる場合にはスタン

ディングマシーン等の使用を含めて検討し、対象者に

適した方法で移乗介助を行わせること。また、福祉用

具の使用が困難で、対象者を人力で抱え上げざるを得

ない場合は、対象者の状態及び体重等を考慮し、でき

るだけ適切な姿勢にて身長差の少ない２名以上

すること、とされている。 

 

職場での腰痛は、休業４日以上の職業性疾病のうち

６割を占める労働災害。腰痛は深刻な問題
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平成平成平成平成 27272727 年介護保険制度改正と年介護保険制度改正と年介護保険制度改正と年介護保険制度改正と実地指導の傾向と準備実地指導の傾向と準備実地指導の傾向と準備実地指導の傾向と準備

〜要支援者切り捨て報道と利用者負担 2 割の行方〜

小濱 道博氏 (小濱介護経営事務所 代表)   

港区立商工会館 【JR 浜松町駅 徒歩約 7 分】  

平成平成平成平成 24242424 年度の不服申立て及び訴訟の状況年度の不服申立て及び訴訟の状況年度の不服申立て及び訴訟の状況年度の不服申立て及び訴訟の状況

  

国税に関する法律に基づき税務署長等が行った更正や

決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分等に不服が

ある場合は、税務署長等に対する「異議申立て」及び国

税不服審判所長に対する「審査請求」という不服申立て

の手続きがある。また、不服申立てによる処分になお不

服がある場合には、裁判所に対して「訴訟」を提起して

是正を求めることになる。 

 

国税庁・国税不服審判所が公表した平成

申立て及び訴訟の概要によると、税務署等に対する異議

申立ての発生件数は 3,424件（前年度比

り、申告所得税（同 15.0％減）、法人税等（同

が軒並み減少したことで、統計のある昭和

少となった。また、年度中に処理された件数は

で、うち納税者の主張が一部でも認められたのは

（一部認容 260件、全部認容

9.9％（同 1.6％増）だった。

 

一方、異議申立てに対する決定（異議決定）を不服

する場合などに行われる国税不服審判所への審査請求の

発生件数は、消費税等が 2,254

に増加したことに伴い、過去

件（同 0.5％増）となった。また、処理件数は

で、うち認容されたのは 451

認容 150件）となり、その割合は

である。 

 

なお、訴訟の発生件数は、所得税や法人税など、多く

の税目で減少したことから、

た。終結件数は合計 383件で、このうち、国側が一部敗

訴したもの及び全部敗訴したものは

件、全部敗訴 14件）となり、国側の敗訴（納税者勝訴）

割合は 6.3％（同 7.1％減）と大きく減少している。

 

異議申立て・審査請求・訴訟を通してみると、平成

年度中に納税者の主張が一部でも認められたのは、合計

7,287件のうち 800件で、その割合は
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平成２４年度の介護職員処遇改善加算に係る実績報

平成２５年７月３１日（水曜日）平成２５年７月３１日（水曜日）平成２５年７月３１日（水曜日）平成２５年７月３１日（水曜日）】です。 

この実績報告書の提出は、介護職員処遇改善加算の

算定要件の一つです。期日までに提出しなかった場合、

全額返還の対象と

下記のような計算・記載に時間がかかる項目

がありますので、お早目にご準備されることをお勧め

＋  

区分支給限度額を超えてサービスを提供し、その

分の処遇改善加算額を徴収したときはその額 

全介護職員の勤務「実績」を足す必要あり 

「職場における腰痛予防対策指針」が改訂「職場における腰痛予防対策指針」が改訂「職場における腰痛予防対策指針」が改訂「職場における腰痛予防対策指針」が改訂    

厚労省は１８日、１９年ぶりに「職場における腰痛

原則として人力によ

、としている。移乗介

助、入浴介助及び排泄介助の抱上げは、労働者の腰部

からだ。よって、全介助の必要

な対象者には、リフト等を積極的に使用することとし

対象者が座位保持できる場合にはスライディ

ングボード等の使用、立位保持できる場合にはスタン

ディングマシーン等の使用を含めて検討し、対象者に

適した方法で移乗介助を行わせること。また、福祉用

具の使用が困難で、対象者を人力で抱え上げざるを得

ない場合は、対象者の状態及び体重等を考慮し、でき

身長差の少ない２名以上で作業

での腰痛は、休業４日以上の職業性疾病のうち

腰痛は深刻な問題だ。 
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実地指導の傾向と準備実地指導の傾向と準備実地指導の傾向と準備実地指導の傾向と準備 

割の行方〜   

   

年度の不服申立て及び訴訟の状況年度の不服申立て及び訴訟の状況年度の不服申立て及び訴訟の状況年度の不服申立て及び訴訟の状況 

国税に関する法律に基づき税務署長等が行った更正や

決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分等に不服が

ある場合は、税務署長等に対する「異議申立て」及び国

税不服審判所長に対する「審査請求」という不服申立て

の手続きがある。また、不服申立てによる処分になお不

服がある場合には、裁判所に対して「訴訟」を提起して

 

国税庁・国税不服審判所が公表した平成 24年度の不服

申立て及び訴訟の概要によると、税務署等に対する異議

件（前年度比 10.0％減）とな

％減）、法人税等（同 19.0％減）

が軒並み減少したことで、統計のある昭和 26年以降で最

少となった。また、年度中に処理された件数は 3,286件

で、うち納税者の主張が一部でも認められたのは 325件

件、全部認容 65件）となり、その割合は

％増）だった。 

一方、異議申立てに対する決定（異議決定）を不服と

する場合などに行われる国税不服審判所への審査請求の

2,254件（同 45.0％増）と大幅

に増加したことに伴い、過去 10年間で最多となる 3,598

％増）となった。また、処理件数は 3,618件

451件（一部認容 301件、全部

件）となり、その割合は 12.5％（同 1.1％減）

なお、訴訟の発生件数は、所得税や法人税など、多く

の税目で減少したことから、340件（同 13.0％減）だっ

件で、このうち、国側が一部敗

及び全部敗訴したものは 24件（一部敗訴 10

件）となり、国側の敗訴（納税者勝訴）

％減）と大きく減少している。 

異議申立て・審査請求・訴訟を通してみると、平成 24

年度中に納税者の主張が一部でも認められたのは、合計

件で、その割合は 11.0％となった。 

<info<info<info<info@@@@carecarecarecare----mas.com>mas.com>mas.com>mas.com>    までまでまでまで    

mail: info@care-mas.com 
http://www.care-mas.com 


